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招集ご通知

証券コード8919
2026年６月８日

株　主　各　位
群 馬 県 桐 生 市 美 原 町 ４ 番 ２ 号

株 式 会 社 カ チ タ ス

代表取締役社長 新 井 健 資

【当社ウェブサイト】
https://katitas.co.jp/ir/news.html

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第48期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第48期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措
置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいま
すようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「ＩＲニュース」より「ニュース一覧」の
中から「第48期定時株主総会招集ご通知」を選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウ
ェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「カチタ
ス」または「コード」に当社証券コード「8919」を入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会
資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）に
よる事前の議決権行使ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検
討のうえ、2026年６月22日（月曜日）午後６時までに議決権を行使いただけますよう
お願い申しあげます。
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１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 東京都千代田区九段北４丁目２番25号

アルカディア市ヶ谷（私学会館）　６階「阿蘇」
３．会議の目的事項

報 告 事 項 １. 第48期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２. 第48期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役２名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい
 　て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
   としてお取り扱いいたします。
(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行
 　われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場
　 合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効な
 　ものとしてお取り扱いいたします。

［インターネット等による議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていた
だき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行
使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対
する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
インターネットによる議決権行使に際しましては、「インターネット等による議決権
行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着
するようご返送ください。

敬　具

記

以　上
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
　旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無に関わらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面
　をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定
　款第15条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
　　①連結計算書類の「連結注記表」　②計算書類の「個別注記表」
　　したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査
　報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面(郵送)で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権

を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付

にご提出ください。

議決権行使書用紙に議案に対

する賛否をご表示のうえ、ご

返送ください。

次ページの案内に従って、議

案の賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月23日（火曜日）

午前10時
（受付開始：午前９時30分）

2026年６月22日（月曜日）

午後６時到着分まで

2026年６月22日（月曜日）

午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案・第３号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

全員反対する場合 「否」の欄に〇印

一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本 第２号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印

反対する場合 「否」の欄に〇印

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決

権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決

権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワード
を入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインする

ことができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

2

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、
お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議
決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー
ド」・「パスワード」を入力してログイン、再
度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC
向けサイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

4

議決権行使ウェブサイトにアクセスして
ください。

1

「次へすすむ」
をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使
コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）
（受付時間　９：00～21：00）

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォー
ムをご利用いただくことが可能です。
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当事業年度の事業の状況

( 2025年４月１日から
2026年３月31日まで )

事　 業　 報　 告

第48期

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原材料価格や輸入物価上昇を販

売価格に転嫁した企業の業績が改善し、所得や雇用環境も改善する中で、

景気動向は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、前述の

物価上昇による消費者の生活コストの上昇、金融資本市場の変動の影響及

び、中東地域をめぐる情勢の動向など、依然として景気の先行きは不透明

な状態が続いております。

　このような状況の中、当社グループは、中低所得者層を主な顧客層とし

て「新築」「中古」「賃貸」に代わる「第四の選択肢」を提供することを

目指し、商品化が難しい築古の戸建物件を取扱い、そのままでは住むこと

ができない状態の物件にリフォームで価値を足して販売しております。

　販売面においては、多様化する世帯構成の変化を背景に「低価格で高品

質の住宅に住みたい」というニーズに対応した商品を提供することで好調

に推移いたしました。具体的には、低価格帯の住宅をファミリー層以外へ

提供することや、新築住宅を検討する顧客層向けの商品ラインナップの拡

充などにより、お客様のニーズに合わせた住宅を提供することで反響数は

堅調に推移いたしました。また、構造的な要因として、新築住宅が物価上

昇及び環境規制の強化に対応するための建設コスト上昇を背景に販売価格

が高騰しているため、当社グループが提供する中古住宅の価格競争力が上

昇した結果、販売件数は8,380件となり前連結会計年度比13.7％増加とな

りました。

　仕入面においては、中古住宅のリスクを見極め、再生可能かつ利益を確

保できる物件を厳選して仕入れる方針としております。そのような中、今

期から開始した第４次中期経営計画（以下、「第４次中計」という。）で

掲げる以上の成長率の実現に向けて買取りの行動量を増やした結果、仕入

件数は9,804件と前連結会計年度比で17.8％の増加となりました。その結

果、販売用不動産及び仕掛販売用不動産は前連結会計年度末と比較して

32.0％増加し、安定的な成長に向けた十分な量と質の在庫を確保いたしま
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した。

　利益面においては、前述の低価格帯の住宅を提供する施策をはじめとし

た粗利向上施策が継続的に寄与いたしました。一方、2025年５月13日に

「当社が提起していた消費税の更正処分等の取消請求訴訟に係る上告不受

理の決定に関するお知らせ」にて開示したとおり、販売費及び一般管理費

に計上していた消費税等差額を上告不受理決定日以降、売上高より控除し

て計算をしております。当該計算方法の変更により、売上高及び売上総利

益については減少し、売上総利益率は前連結会計年度比0.4ポイント下落

いたしました。なお、前述の計算方法の変更による営業利益以下の段階損

益に与える影響は一切ありません。また、当該消費税等差額による影響を

除いた調整後売上総利益率は24.4％であり、前連結会計年度比0.7ポイン

ト上昇いたしました。

　販売費及び一般管理費は、今後の安定成長に向けた人材投資を継続した

ことに加え、社員のモチベーション向上を図るために当社グループで決算

特別賞与513百万円の支給を決定したことにより人件費が増加した結果、

前連結会計年度比3.7％増加となりました。

　この結果、当連結会計年度の経営成績については、販売件数は8,380件

（前連結会計年度比13.7％増）、売上高は151,851百万円（前連結会計年

度比17.2％増）、営業利益は18,279百万円（前連結会計年度比28.5％

増）、経常利益は17,809百万円（前連結会計年度比28.3％増）、親会社株

主に帰属する当期純利益は12,470百万円（前連結会計年度比30.6％増）と

なりました。

　なお、当社グループは中古住宅再生事業を単一の報告セグメントとして

おり、その他の事業については量的重要性が乏しいため、記載を省略して

おります。

②　設備投資の状況

　特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

　当社グループは、長期的な事業拡大及び企業価値の向上には、安定的な

資金調達を実施することが重要と考えております。当社グループは、地方

を中心に展開するビジネスモデルであることを踏まえ、地方金融機関との

関係構築を目的に地方銀行を含む取引金融機関と2022年３月25日にシンジ

ケートローンによる金銭消費貸借契約を締結（以下、「本契約」とい

う。）しております。また、2023年11月28日付金銭消費貸借契約書を締結
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（以下、「追加契約」という。）した際に1行取引金融機関が増えまし

た。

　本契約は、2026年３月26日にコミットメントライン極度額を従前の80億

円から120億円へ増額し、追加契約と合わせて総額385億円のシンジケート

ローンとして組成されており（※この際に1行取引金融機関が増え、2026

年３月末現在では18行と取引しております）、当連結会計年度末現在の借

入金残高は265億円となっております。
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財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第 45 期

(2023年３月期)
第 46 期

(2024年３月期)
第 47 期

(2025年３月期)

第 48 期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売 上 高(百万円) 121,341 126,718 129,537 151,851

経 常 利 益(百万円) 13,833 12,321 13,876 17,809

親会社株主に帰属
する当期純利益

(百万円) 6,091 8,497 9,550 12,470

１株当たり当期純利益 (円) 78.66 109.23 122.22 159.43

総 資 産(百万円) 66,304 77,366 83,329 93,245

純 資 産(百万円) 35,768 40,341 45,719 53,059

１株当たり純資産 (円) 458.69 516.73 584.67 678.15

(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式

数）に基づき算出しております。

２. １株当たり純資産は、自己株式数控除後の期末発行済株式総数に基づき算出し

ております。

３. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当

期純利益、１株当たり純資産は小数第２位未満を四捨五入して表示しておりま

す。

４. 第48期の状況は「１．(1) ①　事業の経過及びその成果」に記載したとおりで

あります。

－ 8 －



2026/05/28 15:48:13 / 25298596_株式会社カチタス_招集通知_電子提供措置用

財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分
第 45 期

(2023年３月期)
第 46 期

(2024年３月期)
第 47 期

(2025年３月期)

第 48 期
(当事業年度)
(2026年３月期)

売 上 高(百万円) 81,802 89,149 89,709 105,909

経 常 利 益(百万円) 10,912 10,426 11,458 14,277

当 期 純 利 益(百万円) 5,469 7,247 7,965 10,075

１株当たり当期純利益 (円) 70.63 93.17 101.94 128.81

総 資 産(百万円) 56,517 67,495 71,435 78,321

純 資 産(百万円) 28,943 32,267 36,059 41,004

１株当たり純資産 (円) 370.90 413.18 461.14 524.08

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式

数）に基づき算出しております。

２. １株当たり純資産は、自己株式数控除後の期末発行済株式総数に基づき算出し

ております。

３. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。ただし、１株当たり当

期純利益、１株当たり純資産は小数第２位未満を四捨五入して表示しておりま

す。

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社リプライス 75百万円 100.0％ 中古住宅再生事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

③　その他の重要な企業結合の状況

　株式会社ニトリホールディングス（以下、「ニトリ」という。）は、当
社の議決権を34.2％所有しており、当社はニトリの持分法適用の関連会社
であります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

(4) 対処すべき課題

1.経営方針

　当社グループは、経営理念として「未来への扉を。『くらしに価値タス』こ

とを通じて、地域とお客様に。」を掲げ、中古住宅買取再販事業を通じて、お

客様の住まい方と地域の社会課題を解決し、人々の生活に一つでも多くの価値

を提供することを目指し、経営を進めております。

2.中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、「日本で一番、ひとびとの暮らしを豊かにする会社」を目

指し、2025年５月に第４次中計（2026年３月期から2028年３月期）を公表いた

しました。第４次中計期間においては、年間販売件数10,000件の実現を通じ

て、「家を売るならカチタス。家を買うならカチタス」という世界観の実現を

目指しております。

第４次中計期間中の当社グループを取り巻く事業環境においては、「低価格

で高品質の住宅に住みたい」というお客様のニーズは底堅く、また、空き家を

中心とした当社グループの仕入対象となる物件も数多く存在しております。こ

のようなニーズと仕入機会を着実に捉えるためにも、当社グループの供給能力

を向上させることが重要な課題であると認識しております。このような課題認

識のもと、営業人員数の増加と育成、生産性の向上、リフォーム企画や仕入チ

ャネルの多様化等を基本戦略として事業を推進しております。とりわけ、日本

における世帯の小規模化・多様化する住まい方に合わせて、お客様のニーズに

合わせたリフォーム企画による商品づくりに取り組んでおります。

　第４次中計の初年度となる2026年３月期においては、年間販売件数8,380件

（前連結会計年度比13.7％増）、営業利益は18,279百万円（前連結会計年度比

28.5％増）と第４次中計で掲げた年平均成長率を上回る成長を実現することが

できました。とりわけ、当社グループの重要目標達成指標（ＫＧＩ）である営

業利益は、期初に公表した16,200百万円から17,800百万円へと上方修正しただ

けでなく、従業員への決算特別賞与513百万円を支給したうえで超過達成する

ことができました。

　これは、当社グループが掲げた上述の各種基本戦略の推進が、事業計画策定

時よりも好調に推移したためであります。具体的には、営業社員数については

2026年３月末現在において839名となり、前連結会計年度末比で9.0％増となり

ました。また、低価格商品や戦略在庫の提供により生産性の向上も実現するこ

とができました。仕入面においても、年間仕入件数9,804件（前連結会計年度

比17.8％増）となり、将来の安定的な成長に向けた十分な在庫基盤を整備する
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対処すべき課題、主要な事業内容

第４次中計財務ＫＧＩ

販売件数（平均成長率（CAGR）） 10,000件超（10.7％超）

営業利益（平均成長率（CAGR）） 23,000百万円（17.4％）

ＲＯＥ 最低20%以上を維持。25%を目指す

配当性向 50.0％以上かつ累進配当（変更なし）

ことができました。これらの結果を踏まえ第４次中計の財務ＫＧＩを以下のと

おり上方修正いたしました。

　第４次中計の２年目以降におきましても、引き続き、各種基本戦略の推進に

取り組むことで、より多くのお客様に低価格で高品質な住宅を提供することを

通じて、財務ＫＧＩを達成すべく安定的な成長を実現してまいります。

3.対処すべき課題

①　サステナビリティ経営

　i.環境面（Environment）

　近年、サステナビリティ経営が企業の社会的責任として求められ、社会

課題解決の取り組みにおいて企業が果たす役割がますます重要となってお

ります。当社グループの中古住宅再生事業は、新築住宅建築と比較して

CO₂排出量や木材使用量を大幅に抑えていることから環境保護に寄与し、

循環型経済の一翼を担う事業であると認識しております。

　現在においても、住宅の断熱性能の向上を図るために、一部の物件につ

いては内窓の設置、断熱材の充填や、床下断熱材の吹付などのリフォーム

工事を実施しております。しかしながら、このような断熱性能を向上させ

るリフォームは、寒冷地を中心とした当社グループの一部の住宅に対して

の取り組みであり、今後、より多くの住宅に対して断熱性能向上のリフォ

ームを実施するとともに、低コストで実現可能な住宅の省エネ性能向上の

ためのリフォーム工法を検討し、CO₂排出量の削減に一層努めてまいりま

す。

　ⅱ.社会面（Social）

　地方都市を中心に増加する空き家を再生して流通させることで、社会課

題である全国の空き家問題の解決を図りながら、地域の活性化にも貢献で

きるものと考えております。また、当社の販売する住宅の平均販売価格は

同エリアの新築の半額程度となっております。そのため、生活コストが上

昇する中において、従来持ち家に手が届かなかったお客様にも清潔・安心

かつ、手ごろな価格の住宅を提供しております。
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対処すべき課題、主要な事業内容

　ⅲ.ガバナンス面（Governance）

　ガバナンス面に関しましては、少数株主利益の保護を意識し、お客様視

点・経済合理性の観点からの経営判断に努めております。なお、2026年３

月期のニトリとの取引金額は62百万円で、販促活用で利用するニトリ商品

券が48百万円を占めております。2022年４月にはサステナビリティ委員会

を設置しており、同委員会を中心に今後も社会課題の解決を堅実に図りな

がら持続可能な成長の実現を目指すことをテーマに取り組んでまいりま

す。

②　人材の確保と育成の強化

　当社グループでは、仕入物件の選定・調査・仕入、リフォームの企画、

販売活動といった一連の工程を従業員が一気通貫で行う独自の体制を取っ

ており、優秀な人材を確保・育成していくことが成長に向けたドライバー

であると認識しております。また、全国各地の販売網に人材を供給するた

め、優秀な人材を全国的に採用する必要があります。継続して新卒の定期

採用活動を行っている結果、2026年３月31日時点で在籍する新卒入社の従

業員数は671名とグループ全体のうち半数以上が新卒定期採用により入社

した社員となっております。また、社内教育・研修制度、業績評価に連動

した報酬制度、リフレッシュ休暇制度、定期的なエンゲージメントサーベ

イの実施によるコンディションの測定等を実施することで、従業員個々人

の能力向上を促し、従業員一人一人の長所を活かし、モチベーションを高

めながら成長をサポートできる仕組みの強化を図ってまいります。

　なお、このような取り組みの結果、当社は、OpenWork（運営：オープン

ワーク株式会社）が公表した「働きがいのある企業ランキング2026」にお

ける部門別「20代成長環境」にて、第４位に選出されました。また、当社

は、「Best Motivation Company 2026」（運営：株式会社リンクアンドモ

チベーション）にて、中堅企業部門（1,000名未満）において

「Motivation Company」を２年連続で受賞いたしました。

③　生産性（従業員一人当たりの売買件数）の向上

　当社グループでは、上記のとおり一連の工程を従業員が一気通貫で行う

独自の体制を取っております。そのため、従業員一人当たりの売買件数を

生産性と定義し、この件数の維持向上が成長に向けた経営課題であると認

識しております。

　また当社グループは仕入後にリフォーム工事を行い、販売を行うことか

ら、販売用不動産等の仕入計上から売上計上までに一定の期間を要してお

ります。物件取得からお客様への引渡しまでの期間が長期化することは資
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対処すべき課題、主要な事業内容

金効率の悪化を招くとともに生産性を低下させる可能性があります。その

ため、ビジネスフローにおいて各種システムへの投資を実施し、生産性向

上のための取り組みを継続して実施してまいります。

　また、当社グループは保有物件が地理的に散在しているために、従業員

の物件に移動する時間を短縮することが生産性向上の課題となります。そ

のため、未出店エリアへの出店や小型店舗を出店することを通じて、移動

効率の向上を図ってまいります。

④　商品力の向上・管理の徹底

　当社は、仕入前に当社独自のチェックリストに基づいて営業担当者がリ

フォーム協力会社及び白蟻調査会社も交えた三者立会いによる入念な調査

を可能な限り実施し、品質の良いリフォーム済み中古住宅の販売を行って

おります。また、当社は事業展開地域における旧耐震物件について新耐震

への適合化を目的としたリフォームを推進することで、お客様に安心して

お住まいいただく取り組みや、世帯の小規模化、多様化する住まい方など

変化するお客様のニーズに対応したリフォーム企画を行っております。

　このような取り組みを通じて、当社グループは、中古住宅も適切な調査

とリフォームにより安心してお住まいいただけるという社会的認知度・お

客様満足度を高め、既存住宅流通を活性化させるという社会的責任を担っ

ていると自負しております。商品力を更に高めるためには、住宅という商

品作りの担い手であるパートナー工務店ネットワークの維持・拡充が重要

であるとの認識から、定期的な事例研究の場を設け、品質の高いリフォー

ム済み住宅の安定的な提供に全力を傾けてまいります。

⑤　当社グループの認知度の向上

　当社は「買取りのカチタス」としてブランディング戦略を立て、2013年

７月より地方部を中心にテレビＣＭやラジオＣＭを行っており、2013年10

月以降、３ヶ月に一度継続的に社名認知度調査（毎回、テレビＣＭ実施エ

リアを中心とした10道県をローテーションして1,100件に対しＷＥＢアン

ケートにて実施）を実施しております。

　2026年２月調査では、テレビＣＭ実施エリアに限れば49.0％の社名認知

を獲得するに至りました。さらに「『家を売る先の会社』と言われてどこ

が思い浮かびますか？」との設問（選択肢を提示しない純粋想起による回

答）に対しては、大手不動産会社を抑えて当社が12.7％と１位の想起を得

ております。引き続き認知度向上のため地方エリアにおけるＣＭを始めと

するプロモーションを継続的に強化してまいります。
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対処すべき課題、主要な事業内容

⑥　金融機関との安定した取引

　当社グループは、不動産仕入等に要する運転資金調達のため金融機関か

らの融資を必要としております。また、現状、当社グループの借入は主に

シンジケートローンによる借入であることから、シンジケートを構成する

各金融機関との良好な関係維持が重要であります。当社グループは過去の

実績により金融機関からの信用力が向上した結果、銀行借入の無担保化を

実現し、機動的な仕入れが可能となっております。継続して健全な財務状

況の確保と迅速かつ正確な適時開示を行うことで金融機関との強固かつ良

好なパートナーシップを築き、安定的かつ継続的な融資取引を図ってまい

ります。

⑦　内部管理体制とコンプライアンスの強化

　当社グループは、取締役会による内部統制の構築及び監査役による業務

監査を行うことで、常に法令等を遵守するとともに適切な経営が行われる

管理体制を構築しております。しかし、多様化・複雑化する法令・制度及

び社内規程等に抵触するケースが生じる可能性は否定できません。これら

の違反等に対応するために、代表取締役社長、管理本部長、営業部長、常

勤監査役、内部監査室長、管理部長、顧問弁護士等が出席し、原則として

毎月１回コンプライアンス委員会を開催しております。また管理担当役員

をコンプライアンス担当役員に任命し、コンプライアンス担当役員、常勤

監査役を中心に法令等の遵守状況を定期的に確認するためのセミナーや業

界団体の勉強会に参加してまいります。また、社内に向けても定期的にコ

ンプライアンス事例の共有等を図りながら注意喚起を行うことで、企業全

体としてコンプライアンス意識を醸成し、倫理観の高い組織風土を継続的

に構築してまいります。

⑧　ニトリとの業務提携

　当社は、2017年４月に、ニトリとの間で、それぞれが有する技術、ノウ

ハウ、商流・物流ネットワークその他経営資源を相互に利用し、両社の事

業価値の最大化を図ることを目的に業務提携契約を締結しております。こ

れまでの取り組みとしてニトリ製エアコンを設置した住宅の販売や販売活

動におけるニトリ商品券の活用等を行ってまいりました。また、当社グル

ープの販売用不動産に付加価値を付けるとともに、お客様が購入後の生活

空間をイメージし易くすることを目的として、ヴァーチャルでニトリの家

具を設置し、その様子をＷＥＢ上でお客様が確認できるヴァーチャルホー

ムステージングを実施しており、実際にお客様からのお問い合わせの増加

並びに成約率向上等の効果が得られています。今後も、ニトリとの業務提
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携を通じたシナジー効果を発揮すべく、お客様の利便性向上及び両社のコ

ストダウンに資する施策の具体化を進めてまいります。

事 業 区 分 主 要 な 内 容

中古住宅再生事業
中古の戸建住宅を中心に仕入れ、リフォームを行った上で販売す
る事業

そ の 他 事 業
賃貸事業（テナントビル、マンション、アパート等の賃貸）、仲
介事業及び保険代理店事業等の不動産関連事業

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）
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主要拠点等

本社 群馬県桐生市美原町４番２号

MSIマネジメントセンター 群馬県桐生市琴平町３番12号

東京本部 東京都中央区新川２丁目９番11

ＰＭＯ八丁堀新川９階

本社 愛知県名古屋市中区栄1丁目９番16号

ＮＦビルディング３階

当　社 リプライス グループ合計

東 京 圏 12 2 14

名古屋圏 9 2 11

大 阪 圏 7 2 9

北 海 道 9 1 10

東　　北 22 1 23

関　　東 13 1 14

中　　部 22 2 24

関　　西 2 0 2

中　　国 13 2 15

四　　国 7 1 8

九　　州 22 1 23

合計 138 15 153

(6) 主要拠点等（2026年３月31日現在）

①　当社

②　リプライス

③　当社及びリプライスの営業所網
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

中古住宅再生事業 910(39)名 58名増(３名増)

全社（共通） 92(35) 22名増(６名増)

合　計 1,002(74) 80名増(９名増)

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

809(42)名 72名増(２名増) 32.3歳 6.2年

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人

数を外数で記載しております。

２. 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の使用人数であります。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人数を

外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン（注） 26,500百万円

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入極度額12,000百万円の

コミットメントライン契約を主幹事の株式会社みずほ銀行と締結しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 普通株式 160,000,000株

②　発行済株式の総数 普通株式 78,650,640株

（自己株式409,434株を含む）

③　株主数 普通株式 6,499名

株 主 名 普通株式持株数 持 株 比 率

株式会社ニトリホールディングス 26,712,420株 34.14％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
8,452,700株 10.80％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,776,100株 8.66％

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 505001
5,306,015株 6.78％

STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN 

WELZIJN
2,044,000株 2.61％

THE BANK OF NEW YORK MELLON 

140044
1,998,026株 2.55％

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 505223
1,577,727株 2.02％

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 505301
1,055,682株 1.35％

NORTHERN TRUST CO．（AVFC）RE 

UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 

10PCT TREATY ACCOUNT

952,400株 1.22％

STATE STREET BANK AND TRUST 

COMPANY 505103
818,519株 1.05％

２．会社の現況

(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

④　大株主

（注）当社は自己株式として、普通株式409,434株を保有しておりますが、持株比率は自

己株式を控除して計算しております。
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株式の状況

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（社外取締役を除く） 7,190株 ３名

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状

況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「２.(4)④　取締役及び監査役の報酬等」

に記載しております。

(2) その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

(3) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 新 井 健 資
株式会社リプライス代表取締役会
長、株式会社シコメルフードテック
社外取締役

取 締 役 横 田 和 仁
管理本部長
株式会社リプライス取締役

取 締 役 牛 嶋 孝 之
グループ戦略推進室長
株式会社リプライス代表取締役社長
兼営業部長

取 締 役 白 井 俊 之

株式会社ニトリホールディングス代
表取締役社長、株式会社ニトリ取締
役、株式会社ホームロジスティクス
代表取締役会長、株式会社ニトリデ
ジタルベース代表取締役会長、株式
会社Nプラス取締役、株式会社ニト
リファニチャー取締役、株式会社ニ
トリパブリック取締役、株式会社島
忠取締役

取 締 役 佃 秀 昭
株式会社ボードアドバイザーズ代表
取締役社長

取 締 役 須 藤 実 和

株式会社プラネットプラン代表取締
役、株式会社アシックス社外取締
役、株式会社コーセーホールディン
グス社外取締役、株式会社関電工社
外取締役、公益財団法人日本オリン
ピック委員会理事、公益財団法人日
本バレーボール協会副会長、公益財
団法人日本サッカー協会理事

取 締 役 中 尾 隆 一 郎

株式会社中尾マネジメント研究所代
表取締役、株式会社LIFULL社外取締
役、リンクス株式会社社外取締役、
株式会社CaSy取締役監査等委員、
METATEAM株式会社社外取締役

監 査 役 高 橋 徹 郎 株式会社リプライス監査役

監 査 役 福 田 述
株式会社ニトリホールディングス
アライアンス推進室室長

監 査 役 角 田 朋 子

株式会社Lumiere代表取締役、角田

朋子公認会計士事務所代表公認会計

士、太陽誘電株式会社社外取締役監

査等委員

(4) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）
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会社役員の状況、会計監査人の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

監 査 役 福 島 か な え

宇都宮・清水・陽来法律事務所パー
トナー、株式会社イクシス社外監査
役、株式会社ワールド社外取締役監
査等委員、東京都労働委員会公益委
員、株式会社ソラスト社外監査役

（注）１. 取締役のうち、佃秀昭氏、須藤実和氏及び中尾隆一郎氏の３名は、社外取締役

であります。また、監査役のうち角田朋子氏及び福島かなえ氏の２名は、社外

監査役であります。

２. 社外取締役の佃秀昭氏、須藤実和氏及び中尾隆一郎氏並びに社外監査役の角田

朋子氏及び福島かなえ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同

取引所に届け出ております。

３．社外取締役の須藤実和氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

４．社外監査役の角田朋子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

５．社外監査役の福島かなえ氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律

に関する相当程度の知見を有するものであります。

②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各取締役（業務執行取締役等を除く）及び各監査役は、会社法

第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲

は当社取締役及び当社監査役であり、被保険者は保険料を負担しており

ません。当該保険契約により被保険者がその地位に基づいて行った行為

に起因して損害賠償請求された場合に負担することになる法律上の損害

賠償金及び訴訟費用等が補填されることとなります。

④　取締役及び監査役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年５月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の

報酬等の内容にかかる決定方針を決議（2024年７月23日付取締役会にて

一部改定）しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と

整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されているこ
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会社役員の状況、会計監査人の状況

とを認識しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま

す。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおり

です。

１．基本方針

　当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された年間報酬総額の枠内

（注）で、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分

に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役

職、役割、貢献度、目標到達度、業績等を加味し、適正な水準とする

ことを基本方針とする。

　具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報

酬、個人別業績に連動する金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬により構

成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本

報酬のみを支払うこととする。

（注）①2002年１月15日開催の臨時株主総会の決議において、年間報酬

総額300百万円以内

      ②2021年６月25日開催の定時株主総会の決議において、上記①の

枠内で譲渡制限付株式報酬を年額40百万円以内、かつ２万株以

内

２．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等

を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、役割、貢

献度、目標到達度等を加味しながら、決定するものとする。

　なお、退職慰労金制度については、2021年６月25日開催の定時株主

総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金の打切り支給（支給

は各取締役の退任時）をもって終了する。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

３．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法

の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する

方針を含む。)

　業績連動報酬等は、中長期的な業績向上に貢献する意識を高めるこ

とも目的とした、個人別業績に連動する金銭報酬とし、①売上・営業

利益の単年度の予算達成度（取締役の職掌により連結か単体かは異な

り、また、売上の予算達成度を指標とするのは一部の取締役の

み。）、②予算達成のために重視する主要KPI達成度（取締役の職掌に

よりKPIの内容は異なる。）及び③中長期の安定成長を実現するための

基盤づくりに対する評価(定性的要素)、④サステナビリティKPIの達成

度を考慮して１年分の金銭報酬額を決定し、12等分したうえで、上記

２．の月例の固定報酬とともに支給する。

　また、非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とする。取締役に対し割

り当てる譲渡制限付株式報酬としての株式の数または額については、

譲渡制限付株式報酬制度の目的、各対象取締役の職責の範囲、役位そ

の他諸般の事情を勘案した上で、株主総会で決議された枠内で、毎年

１回、取締役会の決議によって決定し、割り当てる。報酬として付与

される譲渡制限付株式は、支給対象となる取締役が、当社の取締役そ

の他当社の取締役会で定める地位を退任または退職する日まで、譲

渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。また、当社の取締

役会が定める期間（役務提供期間）中、継続して、当社の取締役その

他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、その全て

の株式について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解

除する。ただし、当該取締役が、当社の取締役会が正当と認める理由

により、役務提供期間が満了する前に当社の取締役その他一定の地位

を喪失した場合、譲渡制限を解除する株式の数及び譲渡制限を解除す

る時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、正当な

理由によらない役務提供期間中の退任、法令または社内規則の違反そ

の他の割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取

締役会で定める事由に該当した場合、割当株式を無償で取得する。

　なお、基本報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の額の

割合の目安は、概ね７：２：１（個人別業績指標100％達成の場合。な

お取締役により比率は異なる。）とする。

４．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき、個人別の報

酬額の具体的内容の決定につき委任を受けた代表取締役社長が、代表

取締役社長及び独立社外取締役を含む指名・報酬委員会の審議を受け

て、決定するものとする。
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会社役員の状況、会計監査人の状況

役 員 区 分

報酬等

の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額

（百万円）
対象となる

役員の員数

（人）固定報酬
譲渡制限付

株式報酬

取締役

(社外取締役を除く)
78 61 17 3

監査役

(社外監査役を除く)
10 10 － 2

社外取締役 17 17 － 4

社外監査役 8 8 － 3

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上記の支給人員には、無報酬のため取締役１名及び監査役１名を除いておりま

す。

２. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま

せん。

３．譲渡制限付株式報酬は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「(4)④

イ．３．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法

の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含

む。)」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「２．

(1)⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の

状況」に記載しております。

４. 取締役の報酬限度額は、2002年１月15日開催の臨時株主総会において、年額   

300百万円以内と決議いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。また、当該

年額の枠内で、以下のとおり報酬限度額について決議いただいております。

　・2021年６月25日開催の第43期定時株主総会において、取締役に対して譲渡制

限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は40百万円以内、当該定め

にかかる当該総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は５名で

す。

５. 監査役の報酬限度額は、2002年１月15日開催の臨時株主総会において、年額30

百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数

は１名です。

６. 取締役会は、代表取締役社長新井健資に対し各取締役の基本報酬の額の決定を

委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役

の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したた

めであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬

委員会がその妥当性等について確認しております。
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７. 当社は、2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査

役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締

役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する

役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

５. これに基づき、当事業年度中に退任した監査役１名に対し４百万円の役員退職

慰労金を支給しております。

⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼務の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役佃秀昭氏は、株式会社ボードアドバイザーズ代表取締役社長で

あり、当社と同氏が兼職する法人との間に特別な関係はありません。

　取締役須藤実和氏は、株式会社プラネットプラン代表取締役、株式会

社アシックス社外取締役、株式会社コーセーホールディングス社外取締

役、株式会社関電工社外取締役、公益財団法人日本オリンピック委員会

理事、公益財団法人日本バレーボール協会副会長、公益財団法人日本サ

ッカー協会理事であり、当社と同氏が兼職する法人との間に特別な関係

はありません。

　取締役中尾隆一郎氏は、株式会社中尾マネジメント研究所代表取締

役、株式会社LIFULL社外取締役、リンクス株式会社社外取締役、株式会

社CaSy取締役監査等委員、METATEAM株式会社社外取締役であり、当社と

同氏が兼職する法人との間に特別な関係はありません。

　監査役角田朋子氏は、株式会社Lumiere代表取締役、角田朋子公認会計

士事務所代表公認会計士、太陽誘電株式会社社外取締役監査等委員であ

り、当社と同氏が兼職する法人及び会計士事務所との間に特別な関係は

ありません。

　監査役福島かなえ氏は、宇都宮・清水・陽来法律事務所パートナー、

株式会社イクシス社外監査役、株式会社ワールド社外取締役監査等委

員、東京都労働委員会公益委員、株式会社ソラスト社外監査役であり、

当社と同氏が兼職する法人及び法律事務所との間に特別な関係はありま

せん。
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区 分 氏 名
出席状況、発言状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役

佃 秀 昭

当事業年度開催の取締役会のうち91.7％に出席いた

しました。社外取締役就任以降、コンサルティング

会社出身の豊富な知識・経験を踏まえ企業経営者と

しての高い見識から当社の監督と経営全般への助言

など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発

揮しております。当事業年度に開催された２回の指

名・報酬委員会のうち100％に出席し、役員の人

事・報酬の審議では適宜必要な発言を行いました。

須 藤 実 和

当事業年度開催の取締役会のうち91.7％に出席いた

しました。社外取締役就任以降、公認会計士として

の専門的見地並びに戦略コンサルティング活動を通

じた豊富な知識・経験を踏まえマーケティング及び

企業経営について専門的観点から当社の監督と経営

全般への助言など社外取締役に求められる役割・責

務を十分に発揮しております。

中 尾 隆 一 郎

当事業年度開催の取締役会のうち91.7％に出席いた

しました。社外取締役就任以降、経営全般に関して

の豊富な知識・経験を踏まえDX及び不動産流通につ

いて専門的観点から当社の監督と経営全般への助言

など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発

揮しております。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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区 分 氏 名 出席状況及び発言状況

社外監査役

角 田 朋 子

当事業年度開催の取締役会のうち100％に出席いた

しました。また、当事業年度開催の監査役会のうち

100％に出席し、社外監査役就任以降、公認会計士

としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門

性、経営者並びに社外役員としての知見と経験を踏

まえ中立的・客観的な立場から、当社の業務執行へ

の提言及び経営の監督機能の強化に有益な役割を果

たしております。

福 島 か な え

当事業年度開催の取締役会のうち100％に出席いた

しました。また、当事業年度開催の監査役会のうち

100％に出席し、社外監査役就任以降、主に弁護士

としての専門的な知見と経験を踏まえ当社のコーポ

レートガバナンス及びコンプライアンス等について

中立的・客観的な立場から有益な役割を果たしてお

ります。

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 38百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

38百万円

(5) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、かつ実質的にも

区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等にはこれらの合計

額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。
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　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査

人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由

を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合することを確保する

ための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内

容の概要は以下のとおりであります。

　①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款を遵守し、かつ企業理

念を尊重し社会的責任を果たすため「基本理念」を定め、これを全取締

役及び使用人に周知徹底させております。

ロ．業務執行部門から独立した「コンプライアンス委員会」（委員：取締

役、監査役等）を設置し、定期的に全店舗の事業活動につき精査・分析

を行い、結果は取締役会に報告するなどコンプライアンス体制の維持・

向上に努めております。

ハ．法令、定款及び社内規程に反する行為の未然防止、あるいは早期に発

見し、正すための「内部通報制度」を設置しております。

ニ．内部監査室の機能を高め、取締役及び使用人の職務執行が法令、定款

及び社内規程に適合しているか確認し、その執行状況を監視しており、

結果は代表取締役及び監査役会へ報告しております。

　②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　「文書管理規程」を始め社内諸規程に基づき情報を適切に保存・管理を

行うとともに、取締役及び監査役はこれらの情報を常時閲覧できることと

しております。

　③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、災害、品質、情報セキュリティー等に関わるリスク

を回避あるいは最小限に抑えるため、コンプライアンス委員会において組

織横断的にリスク状況の管理・監視を行うとともに全社対応については人

事総務部長が各部門担当役員と連携して規則、ガイドラインの制定、マニ

ュアルの作成等を行うなどの管理体制を確立しております。

　④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．取締役会を月１回開催するほか、必要な場合は臨時取締役会を開催し

機動的かつ迅速な会社の意思決定並びに情報の共有、取締役の業務執行

状況の監督を行っております。
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ロ．取締役会では、事業部門の実績を基に、毎期の予算と実績の進捗状況

を定期的に検証し業績向上を図っております。

　⑤　当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

　所管部署を人事総務部とし、「関係会社管理規程」に基づき子会社への

適切な経営指導を行いグループ企業全体の経営効率の向上を図っておりま

す。また、内部監査室による子会社監査役と連携した定期的な監査を実施

するとともに、結果は当社取締役及び監査役に報告する体制を構築してお

ります。

　⑥　監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項

　監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査

役と協議の上、社内から適切な選任を行い補助者を任命することとしてお

りますが、現在監査役からのその職務を補助する使用人の要求は行われて

おりません。

　⑦　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　取締役は補助者の業務に対して不当な制約は行わないこととしておりま

す。

　⑧　取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他監査役への報

告に関する体制

　取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反のみならず当社及び当社グ

ループの業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、

内部通報状況等を監査役会に都度報告することとしております。

　⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたこと

を理由として不利な取扱いを行わないことを周知徹底しております。

　⑩　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関

する事項

イ．監査役が通常の監査によって生ずる監査費用を請求した場合は、速や

かに処理を行っております。
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ロ．監査役が通常の監査費用以外に緊急又は臨時の支出及び専門家を利用

する新たな費用等が発生する場合においては、「監査役監査基準」に基

づき適宜処理を行っております。

　⑪　その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役会は月１回以上開催しております。

ロ．監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を開催しております。

ハ．監査役会は内部監査室、会計監査人及び子会社監査役と定期的に意

見・情報の交換を行い、連携して監査の実効性を確保しております。

ニ．監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席

し、必要に応じて取締役又は使用人から説明を求めることとしておりま

す。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

①　取締役会

　当社の取締役会は、社外取締役３名を含む取締役７名で構成されてお

り、社外監査役２名を含む監査役４名も出席して開催しております。定例

取締役会を原則として毎月１回開催するほか、臨時取締役会を必要に応じ

て開催し、迅速な経営上の意思決定を図っております。

②　監査役会

　当社の監査役会は、社外監査役２名を含む４名で構成されております。

　定例監査役会を原則として毎月１回開催するほか、臨時監査役会を必要

に応じて開催し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行ってお

ります。

　常勤監査役は、株主総会、取締役会、経営会議、その他の会議に必要に

応じて出席することで経営方針等を把握すると共に、監査役監査において

発見された重要事項等を伝達することによって、コーポレート・ガバナン

スの実効性を確保しております。また、各監査役は、監査計画に基づき監

査を実施し、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報共有を図るこ

とで監査役監査機能を強化しております。

－ 31 －



2026/05/28 15:48:13 / 25298596_株式会社カチタス_招集通知_電子提供措置用

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための
体制、会社の支配に関する基本方針

③　経営会議

　当社の経営会議は、代表取締役社長、管理本部長、部長、室長、常勤監

査役等により構成され、定例経営会議を原則として毎月１回開催し、当社

の経営上の重要な経営方針の決定、営業戦略の遂行状況の報告が行われる

と共に、経営全般にわたる重要事項を審議しております。

④　コンプライアンス委員会

　当社のコンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、管理

本部長、常勤監査役、内部監査室室長、営業部長等、女性を含む社内委員

及び顧問弁護士が出席し、原則として毎月１回開催し、社内で発生したコ

ンプライアンス違反事象やハラスメント報告、内部通報や外部通報等の情

報について報告を行っております。また、クレーム報告の内容を確認し、

コンプライアンス違反事象や訴訟への進展を未然に防止するための体制を

整備し、コンプライアンス全般にわたる重要事項の有無の確認を行ってお

ります。

４．会社の支配に関する基本方針

　当社の株式は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様

により、自由で活発な取引をいただいています。よって、当社の財務及び事業

の方針を支配する者の在り方についても、当社株式の自由な取引により決定さ

れることを基本としております。従って、当社の財務及び事業の方針を支配す

ることが可能な量の株式を取得する買付提案等があった場合は、賛同されるか

否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由な意思に依拠するべきで

あると考えます。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、株主の皆様をは

じめとした様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならない

と考えております。従って、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそ

れのある不適切な大規模買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。この

ような者により当社株式の大規模買付が行われた場合には、株主共同の利益の

確保・向上のため、適時適切な情報開示に努めるとともに、その時点において

適切な対応をしてまいります。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

５．剰余金の配当等の決定に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけて

おります。

　なお、当社における剰余金配当の決定機関は取締役会であります。

　第４次中計期間中の配当性向は、50％以上かつ累進配当とする方針としてお

ります。当方針に基づき、当連結会計年度の１株当たりの配当金につきまして

は、配当性向50.2％となる１株当たり80.0円（中間配当39.0円、期末配当41.0

円）の配当とさせていただきます。これは、期初に公表した配当金年70.0円

（中間配当35.0円、期末配当35.0円）から、配当金年80.0円（中間配当39.0

円、期末配当41.0円）と上方修正した結果であります。

　また、翌連結会計年度（2027年３月期）の配当金につきましては、配当性向

50.3％となる１株当たり90.0円（中間配当45.0円、期末配当45.0円）を予定し

ております。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

未収還付法人税等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

90,620

8,228

48,390

32,813

3

1,187

△2

2,624

810

172

558

78

145

1,668

1,282

387

△1
　

流 動 負 債 32,108

買 掛 金 5,038

契 約 負 債 831

未 払 法 人 税 等 3,527

未 払 消 費 税 等 68

１年内返済予定の長期借入金 18,500

賞 与 引 当 金 780

工 事 保 証 引 当 金 508

訴 訟 損 失 引 当 金 17

災 害 損 失 引 当 金 51

そ の 他 2,783

固 定 負 債 8,077

長 期 借 入 金 8,000

役員退職慰労引当金 66

そ の 他 11

負 債 合 計 40,186

純 資 産 の 部

株 主 資 本 53,059

資 本 金 3,778

資 本 剰 余 金 3,850

利 益 剰 余 金 45,625

自 己 株 式 △195

純 資 産 合 計 53,059

資 産 合 計 93,245 負債及び純資産合計 93,245

連 結 貸 借 対 照 表

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 151,851

売 上 原 価 116,480

売 上 総 利 益 35,371

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 17,091

営 業 利 益 18,279

営 業 外 収 益

受 取 手 数 料 32

受 取 保 険 金 8

受 取 割 引 料 4

受 取 賠 償 金 3

そ の 他 16 65

営 業 外 費 用

支 払 利 息 453

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 36

そ の 他 45 535

経 常 利 益 17,809

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0 0

特 別 損 失

減 損 損 失 6 6

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 17,802

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,622

法 人 税 等 調 整 額 △290 5,332

当 期 純 利 益 12,470

親会社株主に帰属する当期純利益 12,470

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 3,778 3,763 38,395 △219 45,719

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △5,240 △5,240

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

12,470 12,470

自 己 株 式 の 処 分 86 23 110

当連結会計年度変動額合計 － 86 7,229 23 7,340

当連結会計年度末残高 3,778 3,850 45,625 △195 53,059

純資産合計

当連結会計年度期首残高 45,719

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △5,240

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

12,470

自 己 株 式 の 処 分 110

当連結会計年度変動額合計 7,340

当連結会計年度末残高 53,059

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

関係会社短期貸付金

未収還付法人税等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

71,994

5,928

18

33,284

22,650

32

133

169

9,500

3

274

△2

6,327

760

122

7

68

558

2

0

144

7

123

7

6

5,422

4,122

139

999

162

△1
　

流 動 負 債 29,250

買 掛 金 4,145

未 払 金 1,451

未 払 費 用 784

未 払 法 人 税 等 2,769

未 払 消 費 税 等 60

１年内返済予定の長期借入金 18,500

契 約 負 債 465

賞 与 引 当 金 530

工 事 保 証 引 当 金 448

訴 訟 損 失 引 当 金 15

災 害 損 失 引 当 金 51

そ の 他 28

固 定 負 債 8,066

長 期 借 入 金 8,000

役員退職慰労引当金 55

資 産 除 去 債 務 5

そ の 他 5

負 債 合 計 37,317

純 資 産 の 部

株 主 資 本 41,004

資 本 金 3,778

資 本 剰 余 金 3,850

資 本 準 備 金 3,640

その他資本剰余金 210

利 益 剰 余 金 33,570

利 益 準 備 金 22

その他利益剰余金 33,548

別 途 積 立 金 152

繰越利益剰余金 33,395

自 己 株 式 △195

純 資 産 合 計 41,004

資 産 合 計 78,321 負債及び純資産合計 78,321

貸　借　対　照　表

（2026年３月31日現在）
（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

科 目 金 額

売 上 高 105,909

売 上 原 価 77,872

売 上 総 利 益 28,036

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,499

営 業 利 益 14,537

営 業 外 収 益

受 取 利 息 191

受 取 手 数 料 21

そ の 他 42 255

営 業 外 費 用

支 払 利 息 453

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 36

そ の 他 24 515

経 常 利 益 14,277

特 別 損 失

減 損 損 失 6 6

税 引 前 当 期 純 利 益 14,270

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,419

法 人 税 等 調 整 額 △223 4,195

当 期 純 利 益 10,075

損　益　計　算　書

（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別　途

積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,778 3,640 123 3,763 22 152 28,561 28,736 △219 36,059

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △5,240 △5,240 △5,240

当 期 純 利 益 － 10,075 10,075 10,075

自己株式の処分 86 86 － 23 110

当 期 変 動 額 合 計 － － 86 86 － － 4,834 4,834 23 4,945

当 期 末 残 高 3,778 3,640 210 3,850 22 152 33,395 33,570 △195 41,004

純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 36,059

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,240

当 期 純 利 益 10,075

自己株式の処分 110

当 期 変 動 額 合 計 4,945

当 期 末 残 高 41,004

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 広 瀬 　 勉

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 村 広 樹

2026年5月21日

株式会社カチタス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社カチタスの2025年4月1
日から2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、株式会社カチタス及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他
の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれて
おらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読
の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た
知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以
外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職

務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連
結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実
施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
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連結会計監査報告

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。

以　上
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個別会計監査報告

独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 広 瀬 　 勉
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 村 広 樹

2026年5月21日

株式会社カチタス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社カチタスの2025
年4月1日から2026年3月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他
の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断
した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続
を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算
書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　役 高 橋 徹 郎 ㊞

監　査　役 福 田 　 述 ㊞

社外監査役 角 田 朋 子 ㊞

社外監査役 福 島 か な え ㊞

監査報告書

2026年5月29日

株式会社カチタス　監査役会

　当監査役会は、株式会社カチタスの2025年4月１日から2026年3月31日までの第48期事
業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の
分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしまし
た。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の
適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同
号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号
ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、
その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示
しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大
な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま
た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行
についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在
り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告
に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針
に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社
の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である
と認めます。

以　上

以　上
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取締役選任議案

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

株 式 の 数

１

あら

新
 

　
い

井
 

　
かつ

健
 

　
とし

資

(1968年12月２日生)

1993年４月 株式会社三和銀行（現　株式会

社三菱ＵＦＪ銀行）入行

1997年９月 衆議院議員古川元久事務所秘書

1999年２月 ベイン・アンド・カンパニー・

ジャパン・インク入社

2004年８月 株式会社リクルート（現　株式

会社リクルートホールディング

ス）入社

2012年６月 株式会社やすらぎ（現　株式会

社カチタス）入社

代表取締役社長（現任）

2016年３月 株式会社リプライス　代表取締

役会長

2017年３月 株式会社リプライス　代表取締

役社長

2022年６月 株式会社リプライス　代表取締

役会長（現任）

2025年６月 株式会社シコメルフードテック

社外取締役（現任）

561,853株

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役７名選任の件

現在の取締役７名（うち社外取締役３名）全員は、本株主総会終結の時をも

って任期満了となります。

つきましては、取締役７名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするもの

であります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（株式数は2026年３月31日現在）

－ 48 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

株 式 の 数

２

よこ

横
 

　
た

田
 

　
かず

和
 

　
ひと

仁

(1967年10月29日生)

1988年４月 株式会社リクルート（現　株式

会社リクルートホールディング

ス）入社

2006年10月 株式会社キャリアデザインセン

ター　代表取締役副社長

2012年８月 株式会社やすらぎ（現　株式会

社カチタス）入社　管理本部長

2016年３月 株式会社リプライス　取締役

（現任）

2017年６月 当社　取締役管理本部長兼総務

部長

2020年４月 当社　取締役管理本部長（現

任）

240,805株

３

うし

牛
 

　
じま

嶋
 

　
たか

孝
 

　
ゆき

之

(1984年１月30日生)

2008年４月 株式会社ワイキューブ入社

2009年５月 株式会社ライク（現　株式会社

リプライス）入社

2014年８月 同社　取締役営業部長

2017年４月 同社　取締役副社長兼営業企画

部長

2017年６月 当社　取締役（現任）

2019年４月 株式会社リプライス　取締役副

社長兼営業部長

2022年６月 株式会社リプライス　代表取締

役社長兼業務推進室長

2023年７月 当社　グループ戦略推進室長

株式会社リプライス　代表取締

役社長兼営業部長兼業務推進室

長

2024年７月 株式会社リプライス　代表取締

役社長兼営業部長

2026年４月 株式会社リプライス　代表取締

役社長（現任）

56,671株

－ 49 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

株 式 の 数

４

しら

白
 

　
い

井
 

　
とし

俊
 

　
ゆき

之

(1955年12月21日生)

1979年４月 株式会社ニトリ（現　株式会社

ニトリホールディングス）入社

2001年５月 同社　取締役

2010年５月 同社　取締役専務執行役員

2014年５月 株式会社ニトリホールディング

ス　代表取締役副社長

株式会社ニトリ　代表取締役社

長

2016年２月 株式会社ニトリホールディング

ス　代表取締役社長（現任）

2017年５月 当社　取締役（現任）

2018年12月 株式会社Ｎプラス　取締役（現

任）

2019年３月 株式会社ニトリファニチャー　

取締役（現任）

2020年２月 株式会社ニトリ　取締役（現

任）

2020年３月 株式会社ニトリパブリック

取締役（現任）

2023年６月 株式会社島忠　取締役（現任）

2023年８月 株式会社ホームロジスティクス

代表取締役会長（現任）

2024年９月 株式会社ニトリデジタルベース

代表取締役会長（現任）

－株

５

つくだ

佃
 

　
 

　
ひで

秀
 

　
 

　
あき

昭

(1964年１月20日生)

社外取締役候補者

1986年４月 株式会社三和銀行（現　株式会
社三菱UFJ銀行）入行

1999年１月 マクラガンパートナーズアジア
インク入社

2000年８月 エゴンゼンダー株式会社入社
2006年１月 同社　パートナー
2010年11月 同社　代表取締役社長
2015年１月 同社　スイス本社経営委員会委

員
2018年９月 株式会社産業革新投資機構

代表取締役専務COO（非常勤）
2018年11月 株式会社ボードアドバイザーズ

ジャパン（現　株式会社ボード
アドバイザーズ）　代表取締役
社長（現任）

2019年６月 当社　社外取締役（現任）

8,000株

－ 50 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

株 式 の 数

６

す

須
 

　
とう

藤
 

　
み

実
 

　
わ

和

(1963年８月17日生)

社外取締役候補者

1988年４月 株式会社博報堂入社

1991年10月 アーサー・アンダーセン（現

有限責任あずさ監査法人）入所

1996年10月 シュローダー・ピーティヴィ・

パートナーズ株式会社（現　株

式会社MKSパートナーズ）入社

1997年11月 ベイン・アンド・カンパニー入

社

2006年４月 株式会社プラネットプラン設立

代表取締役（現任）

2017年６月 公益財団法人日本バレーボール

協会　理事

2018年３月 株式会社アシックス　社外監査

役

2019年４月 慶応義塾大学大学院政策・メデ

ィア研究科　特任教授

2020年３月 株式会社アシックス　社外取締

役（監査等委員）

2021年６月 当社　社外取締役（現任）

公益財団法人日本オリンピック

委員会　理事（現任）

2023年３月 株式会社コーセー（現　株式会

社コーセーホールディングス）

社外取締役（現任）

2023年６月 株式会社関電工　社外取締役

（現任）

公益財団法人日本バレーボール

協会　副会長（現任）

2024年３月 株式会社アシックス　社外取締

役（現任）

公益財団法人日本サッカー協会

理事（現任）

－株

－ 51 －
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取締役選任議案

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する当社

株 式 の 数

７

なか

中
 

　
お

尾
 

　
りゅう

隆
いち

一
ろう

郎

(1964年5月15日生)

社外取締役候補者

1989年４月 株式会社リクルート（現　株式

会社リクルートホールディング

ス）入社

2006年４月 同社　事業統括室カンパニーパ

ートナー

2007年４月 同社　住まいカンパニー執行役

員

2013年４月 株式会社リクルートテクノロジ

ーズ（現　株式会社リクルー

ト）　代表取締役社長

2017年４月 株式会社リクルートホールディ

ングス　リクルートワークス研

究所　副所長

2017年６月 株式会社旅工房　社外取締役

2019年１月 株式会社中尾マネジメント研究

所　代表取締役（現任）

2019年12月 株式会社LIFULL　社外取締役

（現任）

2020年９月 リンクス株式会社　社外取締

役（現任）

2022年７月 株式会社ZUU　社外取締役

2025年２月 株式会社CaSy　取締役監査等委

員（現任）

2025年５月 METATEAM株式会社　社外取締役

（現任）

2025年６月 当社　社外取締役（現任）

2,400株

　　  １. 当社は、白井俊之氏が所属している株式会社ニトリホールディングスとの間

で、資本（当社の発行済株式総数の34.1％（議決権比率ベースでは34.2％を所

有））・業務提携契約を締結しており、同社は当社の特定関係事業者でありま

す。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 佃秀昭氏、須藤実和氏及び中尾隆一郎氏の３名は、社外取締役候補者でありま

す。

３. 取締役候補者（社外取締役候補者を除く）の選任理由

① 新井健資氏につきましては、当社の代表取締役社長として当社グループの

経営を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など当社

の企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしており、今後においても

更なる貢献が見込まれることから、取締役として選任をお願いするもので

あります。同氏の当社取締役就任期間は、本総会終結の時をもって14年で

あります。

－ 52 －
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取締役選任議案

② 横田和仁氏につきましては、当社の管理部門の取締役として経営の重要事

項の決定及び業務執行に対する監督など当社の企業価値向上に資するべく

適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれること

から、取締役として選任をお願いするものであります。同氏の当社取締役

就任期間は、本総会終結の時をもって９年であります。

③ 牛嶋孝之氏につきましては、当社グループの株式会社リプライスの代表取

締役社長として同社を牽引するとともに、当社の取締役として経営の重要

事項の決定など当社の企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしてお

り、今後においても更なる貢献が見込まれることから、取締役として選任

をお願いするものであります。同氏の当社取締役就任期間は、本総会終結

の時をもって９年であります。

④ 白井俊之氏につきましては、株式会社ニトリホールディングスの代表取締

役社長として、今まで培ってきた経営に関する豊富な知識・経験等を当社

の経営に活かしていただくため、非業務執行の取締役として選任をお願い

するものであります。同氏の当社取締役就任期間は、本総会終結の時をも

って９年１ヶ月であります。

４. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
① 佃秀昭氏につきましては、株式会社ボードアドバイザーズの代表取締役社

長として、経営全般に関しての豊富な知識・経験等を有しており、引き続
き当該知識・経験等を活かして特にＥＳＧ／ＳＤＧｓ及び人材活用の分野
について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただ
くことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指
名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、
客観的・中立的立場で関与いただく予定です。同氏の当社社外取締役就任
期間は、本総会終結の時をもって７年であります。

② 須藤実和氏につきましては、公認会計士としての専門的見地並びに企業・

ビジネスの研究実績及び戦略コンサルティング活動を通じた豊富な知識・

経験等を有しており、当該知識・経験等を活かして特にマーケティング及

び企業経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助

言等いただくことを期待したためであります。同氏の当社社外取締役就任

期間は、本総会終結の時をもって５年であります。

③ 中尾隆一郎氏につきましては、株式会社中尾マネジメント研究所の代表取

締役社長として、経営全般に関しての豊富な知識・経験等の他に、事業開

発、ITデジタル、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野についての

知識と経験を活かして特に住宅市場における戦略等について専門的な観点

から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したため

であります。同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって

１年であります。

５. 白井俊之氏は、当社の特定関係事業者であります株式会社ニトリホールディン

グスより過去２年間に役員としての報酬等を受けており、今後も受ける予定で

あります。

６. 当社は、佃秀昭氏、須藤実和氏及び中尾隆一郎氏を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３氏の再任が承認

された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

－ 53 －
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候補者
番　号

氏　　名

取締役候補者が有している専門性と経験

会社

経営
人事

営業・マ

ーケティ

ング

法務・リ

ス ク マ

ネ ー ジ

メント

ＥＳＧ/

ＳＤＧｓ

会 計 ・

フ ァ イ

ナンス

ＩＴ

デジタル

建築・業

界経験

１ 新井　健資 ● ● ●

２ 横田　和仁 ● ● ●

３ 牛嶋　孝之 ● ● ●

４ 白井　俊之 ● ● ●

５ 佃　　秀昭 ● ● ●

６ 須藤　実和 ● ● ●

７ 中尾　隆一郎 ● ● ●

７. 当社は、白井俊之氏、佃秀昭氏、須藤実和氏及び中尾隆一郎氏との間で会社法

第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法

第425条第１項に定める最低責任限度額としており、４氏の再任が承認された

場合は、４氏との当該契約を継続する予定であります。

８. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責

任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の21頁に

記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被

保険者に含められることとなります。

　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま

す。

（ご参考）

取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

－ 54 －
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監査役選任議案

氏 名

（生 年 月 日）
略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当

社株式の数

　※
なが

永
い

井
 

　
ひろし

弘

(1964年９月10日生)

1988年４月 トヨタ自動車株式会社入社

2001年４月 株式会社ファーストリテイリング入

社

2015年９月 株式会社ニトリ入社

2016年10月 同社　店舗運営部八千代店店長

2018年７月 株式会社ニトリホールディングス　

執行役員

　　　　　　株式会社ニトリ　営業企画室室長

2021年５月 株式会社ニトリホールディングス　

上席執行役員

2022年５月 同社　常務執行役員（現任）

2024年２月 株式会社ニトリ　取締役専務（現

任）

2025年２月 株式会社島忠　取締役（現任）

－株

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役　福田述氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監

査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の

任期の満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

（株式数は2026年３月31日現在）

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．当社は、永井弘氏が所属している株式会社ニトリホールディングスとの間で、

資本（当社の発行済株式総数の34.1％（議決権比率ベースでは34.2％を所

有））・業務提携契約を締結しており、同社は当社の特定関係事業者でありま

す。

３．監査役候補者の選任理由

　　永井弘氏を監査役候補者とした理由は、製造・流通全般に関する経営並びに専

門的知識と豊富な経験を活かして、客観的視点で当社のコーポレートガバナン

ス体制の強化に適切な役割を果たすことが期待できることから、監査役として

選任をお願いするものであります。

４．永井弘氏は、当社の特定関係事業者であります株式会社ニトリホールディング

スより過去２年間に使用人としての報酬等を受けており、今後も受ける予定で

あります。

－ 55 －
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氏　　名

監査役候補者が有している専門性と経験

会社

経営
人事

営 業 ・

マ ー ケ

テ ィ ン

グ

法 務 ・

リ ス ク

マ ネ ー

ジ メ ン

ト

ＥＳＧ/

ＳＤＧｓ

会 計 ・

フ ァ イ

ナンス

ＩＴ

デジタル

建 築 ・

業 界 経

験

永井　弘 ● ●

５．永井弘氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す

る予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条

第１項に定める最低責任限度額といたします。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任

保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の21頁に記

載のとおりです。監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保

険者に含められることとなります。

　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま

す。

（ご参考）

監査役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

監査役候補者の主要な専門性と経験は、次のとおりであります。

－ 56 －
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補欠監査役選任議案

候補者

番　号

氏 名

（ 生 年 月 日 ）
略歴、地位及び重要な兼職の状況

所有する当社

株 式 の 数

１

なか

中
 

　
にし

西
 

　
のり

德
 

　
ゆき

之

(1964年12月７日生)

1991年４月 共同石油株式会社（現　ENEOS

株式会社）入社

1999年６月 株式会社ワセダ入社

2003年３月 株式会社ベネック入社

2008年９月 株式会社やすらぎ（現　株式会

社カチタス）入社

2010年６月 当社　総務部総務人事課長

2011年６月 当社　執行役員総務部部長

2011年11月 当社　執行役員管理部長（現

任）

12,000株

２

お

小
 

　
ざさ

笹
 

　
かつ

勝
 

　
あき

章

(1969年11月９日生)

1998年４月 最高裁判所司法研修所　入所

2000年４月 笠井総合法律事務所　入所

　　　　　　（現任）

2016年４月 司法研修所教官

2021年４月 学校法人聖トマ学園監事

　　　　　　（現任）

－株

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監

査役２名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、候補者中西德之氏は現任の常勤監査役の補欠として、候補者小笹勝章

氏は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（株式数は2026年３月31日現在）

（注）１. 中西德之氏及び小笹勝章氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

２. 小笹勝章氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３. 補欠監査役候補者の選任理由

① 中西德之氏を補欠の監査役候補者とした理由は、総務・法務などの管理分

野における豊富な経験と幅広い見識を監査に活かしていただくためであり

ます。

② 小笹勝章氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門

的な知識と経験を当社の監査に活かしていただくためであります。なお、

同氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由によ

り、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しており

ます。

４. 当社は、中西德之氏及び小笹勝章氏が監査役に就任した場合は、両氏との間で

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任

保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の21頁に記
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載のとおりです。中西德之氏及び小笹勝章氏が監査役に就任した場合、両氏は

当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

６. 小笹勝章氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお

り、同氏が監査役に就任した場合は、独立役員として指定する予定でありま

す。

以　上
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